
          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇施設管理・利用申込先：相馬市復興交流支援センター 

ＮＰＯ法人ドリームサッカー相馬 ℡0244-35-0127 

ホームページ http://dreamsoccer.web.fc2.com/ 

◇施設担当：相馬市教育委員会生涯学習課スポーツ振興係  ℡0244-37-2278 

◇宿泊に関すること：相馬観光復興御案内処(市商工観光課内) ℡0244-37-2155 

  相馬光陽サッカー場は、平成 25 年 10 月に、日本サッカー協会（ＪＦＡ）と国際サッ

カー連盟（ＦＩＦＡ）の東日本大震災復興支援活動により、スプリンクラー設備を備えた

天然芝コート３面と人工芝コート 1 面を有する『福島県フットボールセンター』として再

整備されました。 

  なお、天然芝コート 3 面のうち 2 面は、ＪＦＡのグリーンプロジェクトの一環として整

備され、芝のポット苗づくりから植え付け作業まで、地元サッカー少年団や市民ボランテ

ィアのほか、多数の方々のご協力をいただいております。 

また、相馬市ではスポーツ振興くじ（toto）助成金を活用して人工芝コート 1 面、夜間

照明設備を整備したほか、クラブハウス機能を有した復興交流支援センターを整備しまし

た。今後も、福島県フットボールセンターとして相馬光陽サッカー場の更なる充実を図っ

ていきます。 

相馬市は、冬は比較的温暖で降雪も少ないため、オールシーズン良好なピッチでサッカ

ーが出来ますので、合宿などでもぜひご利用ください。 

なお、市内の宿泊施設も下記にてご紹介できますので、お気軽にお問合せください。 

http://dreamsoccer.web.fc2.com/


 ① 

② 
③ 

＜施設概要＞ 
○施設名称  相馬光陽サッカー場 

 ○所 在 地  福島県相馬市光陽三丁目３－１地内 

○敷地面積  １１０，０００㎡ 

 ○サッカーコート 

【天然芝コート】…117ｍ×80ｍ（１面） 

 ３面（スプリンクラー設備敷設） 

・メインコート １面（張り芝施工） 

・サブコート  ２面（ポット苗施工） 

  【人工芝コート】…115ｍ×78ｍ（１面） 

 ２面（FIFA ツースター公認・JFA 公認） 

  ※うち 1 面はスポーツ振興くじ（toto） 

助成金を活用 

【練習用コート】 １面 

  ○附属施設等 

  ・管  理  棟 １棟（木造平屋建 33.12 ㎡） 

   ・ト  イ  レ ２箇所（平成 26 年度中に南側へ１棟建設予定） 

   ・駐  車  場 東側（舗装）345 台／西側（砂利）約 700 台 

・夜間照明設備 ６基（人工芝 D コート） 

※スポーツ振興くじ（toto）助成金を活用 

   ・クラブハウス クラブハウス機能を有した「復興交流支援センター」 

※センター概要 木造平屋建 約 631 ㎡：チーム控室・会議室・ 

救護室・シャワー室・トイレ等 
☆災害時は防災拠点施設となります。 

 ＜平面図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ○使用時間 午前９時～午後９時（日没後に利用が出来るのは人工芝 D コートのみです） 

  ○使用料金（サッカーを含むアマチュアスポーツ利用の場合） 

    

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
１．市外を含む高校生以下の者が利用する場合、上表で定める額の２分の１とする 
２．開場時間以外の利用にかかる使用料は、１時間につき、２分の１に相当する額を加算する 
３．人工芝コートに限り２分の１面利用の場合は、使用料は１面利用時の額の２分の１とする 
 

利用コート（コート名） 使用料（１時間当たり） 

天然芝メインコート（Ａ） ４，０００円 

天然芝サブコート（Ｂ・Ｃ） ２，０００円 

人工芝コート（Ｄ・Ｅ） １，０００円 

練習用コート（Ｆ）        無  料 

夜間照明設備 

① 全 点 灯 １，０００円 

②１/２点灯 ５００円 

③半面のみ ３００円 

クラブハウス控室 1 区画(23 ㎡)当たり 400 円 

温水シャワー 1 回当たり 100 円 

※左表以外にスポーツ以外の利

用、入場料を徴する場合や利用方

法等の違いにより料金が異なり

ますので、ご注意ください。 

復興交流支援センター 

※クラブハウスのチーム控

室は最大 10 部屋（23 ㎡×

10 区画）で利用できます。 

・控室A…4区画に分割可 

・控室 B･C･D…2区画分割

可 

・控室Ｅ…審判・役員等の

控室などで利用可能 

※控室 A は、約 50 名規模

の研修等で利用可能 



 ○位置図 

                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

相馬光陽サッカー場利用ルール 

 当サッカー場は、サッカー等のスポーツを楽しむ皆様共有の大切な施設です。 

誰もが公平に気持ちよく利用できるよう、以下のルールを守ってご利用ください。 

＜共通事項＞ 

①コート内は、車の乗り入れは禁止です。 

②コートのライン引きは係員が行います。許可なく行わないでください（石灰は使用禁止です）。 

③コート内での水分補給は、『水』のほか、『スポーツドリンク』も可といたしますが、飲み残しのドリンク及

び氷等をコート内に捨てないでください。 

④コート内で水分補給以外の飲食は禁止です。特に『ガム・飴（アメ）』はコートを痛めますので、持ち込まな

いでください。 

⑤コート内は『火気厳禁』です。特に喫煙は、指定場所もしくは駐車場に駐車している車内のみとします。 

⑥ゴミは必ず持ち帰ってください。また、トイレを利用される場合には、次に利用される方のためにもきれい

にご利用ください。なお、施設利用後はトイレ清掃にご協力ください。 

⑦利用時間には、準備・後片づけ時間も含みますので、ご注意ください。 

⑧車の駐車は、決められた駐車場をご利用ください。なお、場内での事故・盗難等についての責任は一切負い

ませんので、特に貴重品の管理は各自でお願いします。 

⑨サッカーゴール運搬は、コートまわりの管理用道路をご使用ください。コート内を横断しての運搬は禁止で

す。また、利用後は、必ずコートの外に移動し、所定の位置へお戻しください。 

⑩場内の自動車運転は、20km/h 以内の走行を順守してください。 
  

＜天然芝コートを利用する場合＞  

①天然芝コート内には、必要のない人は入らないでください。  

②コート内では、スポーツシューズまたはサッカー用のスパイクを履いてください。 

③天然芝を保護するため、１日の利用時間や悪天候時は利用制限を行いますので、あらかじめご了承ください。 

④コート内での練習は天然芝の養生・保護のため原則禁止とします。ただし、大会等で決められたルールに基

づいた場合の練習は、この限りではありません。 

⑤利用後はゴミ拾いも含めコート内を見回り、万が一破損等があった場合には、グラウンドキーパーへ報告し

てください。 
 

＜人工芝コートを利用する場合＞ 

①人工芝を保護するため、取替式スパイク（ポイントが金属製のもの）の利用を禁止します。  

②コート内に入る場合、ポケット等には金属やプラスティック類などの固形物を入れないでください。コート

内に落とした場合、けがの原因となります。 

③人工芝コートであっても大雨の場合、コート保全のために利用制限する場合もあります。 
 

＜その他＞ 

  その他、記載のあるルール以外に、施設管理及び芝管理の面で規定している条件等があります。 

サッカー場を利用する場合は、施設を大切にする気持ちを持ってご利用ください。なお、ルール 

を守らないで利用した場合には、次回から利用を禁止にする場合があります。 



相馬光陽サッカー場配置図 
 


